
地下街について

【全国地下街一覧】

名市都名街下地名市都名街下地

983Ｓ市屋古名街下地コヤミ041164Ｓ市幌札）ンウタラローオ（街下地通大1

1123Ｓ市屋古名街下地見伏141164Ｓ市幌札）ンウタルーポ（街下地通前駅幌札2

1144Ｓ市屋古名カチエカサ24733Ｓ市幌札）アピア（街下地場広口南駅幌札3

1135Ｓ市屋古名街下地ｸｰﾟﾊﾙﾗﾄﾝｾ341144Ｓ市岡盛丁横いこんめ4

1135Ｓ市屋古名）街下地の森（街下地北栄鉄下地44604Ｓ区央中街下地洲重八5

944Ｓ市屋古名）街下地の森（街下地東栄鉄下地542172Ｓ区央中街下地橋原三6

7 須田町地下鉄ストア 千代田区 Ｓ 7 4 46 地下鉄栄地下街（森の地下街） 名古屋市 Ｓ 32 11

8 新橋駅東口地下街（ウィング新橋） 港区 Ｓ 47 6 47 地下鉄栄中.南地下街（森の地下街） 名古屋市 Ｓ 40 9

653Ｓ市屋古名街下地種千鉄下地842123Ｓ区谷渋街下地谷渋9

653Ｓ市屋古名街下地池今鉄下地94103Ｓ区東台街下地草浅01

483Ｓ市屋古名店売内構駅山王覚鉄下地05593Ｓ区宿新）トスエネミル（街下地口東駅宿新11

12 新宿駅西口地下街（小田急エース） 新宿区 Ｓ 41 11 51 地下鉄東山公園駅構内売店 名古屋市 Ｓ 38 4

2125Ｓ市屋古名街下地津前上鉄下地25984Ｓ区宿新）ドーナブサ宿新（街下地町伎舞歌宿新31

324Ｓ市屋古名街下地山金鉄下地35315Ｓ区宿新）ルーモ王京（街下地口南宿新41

15 池袋東口地下街（池袋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ） 豊島区 Ｓ 39 9 54 京都駅北口広場地下街（ポルタ） 京都市 Ｓ 55 11

019Ｈ市都京）池御トスゼ（街下地池御55444Ｓ区島豊）ｰﾀﾝｾﾟﾌｰﾎ武東袋池（街下地口西袋池61

1183Ｓ市阪大だめうィテイワホ652123Ｓ区央中舗店下地線座銀鉄下地71

714Ｓ市阪大ータンセ下地マジード751154Ｓ

0104Ｓ市阪大街下地島之中852144Ｓ

354Ｓ市阪大クーォウばんな950171Ｈ区宿新スクッネアルーモ王京91

2123Ｓ市阪大んなんなＡＢＭＡＮ062171Ｈ区港道参表カチエ02

1134Ｓ市阪大かちべあ16312Ｈ区島豊袋池カチエ12

22 川崎駅東口広場地下街（アゼリア） 川崎市 Ｓ 61 10 62 大阪駅前ダイヤモンド地下街（ディアモール大阪） 大阪市 Ｈ 7 10

23 横浜駅東口地下街（ポルタ） 横浜市 Ｓ 55 11 63 長堀地下街（クリスタ長堀） 大阪市 Ｈ 9 5

0104Ｓ市戸神かちんさ462193Ｓ市浜横）ドンモヤイダ・ザ（街下地ドンモヤイダ42

934Ｓ市戸神べうこロトメ560125Ｓ市浜横）ドーナリマ（街下地央中浜横52

0194Ｓ市戸神手の山べうこオュデ66394Ｓ市浜横ｸｯﾛﾞﾌＤﾙﾞﾋ鉄相新62

94Ｈ市戸神手の浜べうこオュデ76534Ｓ市浜横ｰﾀﾝｾﾝﾞﾃﾙｰﾞｺ町木桜72

1143Ｓ市路姫街店名861115Ｓ市原田小設施街下地原田小82

2194Ｓ市路姫街ﾞﾄﾙｰﾞｺ下地ﾙﾞﾋ東駅960115Ｓ市潟新サーロ堀西92

894Ｓ市山岡街番一山岡07754Ｓ市岡高街下地前駅岡高03

2143Ｓ市山岡街番三山岡17624Ｓ市郡蒲街下地前駅北郡蒲13

1184Ｓ市山岡街下地町之中272164Ｓ市屋古名カスエ街下地線幹新23

431Ｈ市島広）オレャシ（街下地町屋紙島広371115Ｓ市屋古名街下地ナミルテ33

464Ｓ市山松街下地前駅市山松471154Ｓ市屋古名ルーモニユ43

915Ｓ383Ｓ市屋古名）ドーナイダ（街下地ﾙﾞﾋ屋古名大53

271Ｈ1123Ｓ市屋古名）カチイメ（街下地駅屋古名鉄下地63

1193Ｓ市岡福街下地駅多博67323Ｓ市屋古名）ドーロンサ（街下地屋古名73

38 名古屋近鉄ビル地下街 名古屋市 Ｓ 41 11 77 博多駅地下街（ステーションビル） 福岡市 Ｓ 39 11

332Ｈ市岡福街下地新駅多博87723Ｓ市屋古名街下地ﾞﾄｰﾌ名新93

※地下街としては、現在、閉鎖あるいは閉鎖予定のものを含む。 国土交通省都市局調べ（H25.3）

【地下街とは】
　公共の用に供される地下歩道（地下駅の改札口外の通路、コンコース
等を含む）と当該地下歩道に面して設けられる店舗、事務所その他これ
らに類する施設とが一体となった地下施設（地下駐車場が併設されてい
る場合には、当該地下駐車場を含む。）であって、公共の用に供されて
いる道路又は駅前広場（土地区画整理事業、市街地再開発事業等によ
り建設中の道路又は駅前広場を含む。）の区域に係るものとする。
　ただし、地下歩道に面して設けられる店舗、事務所その他これに類す
る施設が、駅務室、機械室等もっぱら公共施設の管理運営のためのも
の、単独のもの、移動可能なもの又は仮設的なもののみの場合は、地
下街として扱わないものとする。
　また、公共用地内の公共地下歩道に面して、民有地内に店舗等を設
ける形態があるが、そのような地下街類似の形態（いわゆる「準地下
街」）は、本調査の対象外とする。　　（国土交通省都市局調べにおける地下街の定義）
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